
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

静 岡 県 地 方 自 治 研 究 所 
                        〒422-8062 静岡市駿河区稲川２丁目 ２－１ 

ｾｷｽｲﾊｲﾑ BD 7F  静岡自治労連気付 
                                 Tel 054-282-4060    Fax 054-282-4057 

                            jichiken@s-jichiroren.com 

                                                 発行人・川瀬 憲子   編集人・志田 剛 

  

Ｎｏ７４号 

２０１７年１２月１０日 

（主な内容・目次） 

 清水ＬＮＧ火力発電所問題について 

     望月賢一郎 静岡市議 ・・・1～3 

御殿場市総合戦略における「ひと」と「しごと」 

のながれ 高木理文 御殿場市議・・・・4～5 

静岡県国保運営協議会を傍聴して 

国保研究会事務局 ・・・・6～16 

 都道府県単位の医療費抑制   

 村山俊一 県保険医協会・・17～18 

静岡県でのリニア工事に関わる重大問題について 

芳賀直哉     ・・・・19～20 

第２１回静岡地方自治研究集会特集 ・21～31   

 

 

 

笊が岳からの富士山 

笊ヶ岳（ざるがたけ）は、標高 2,629 ｍの山。ピークは双耳峰で、大笊・小笊からなる。展望台の良さ

から南アルプスの展望台と呼ばれる。写真は大笊から富士山を背景に小笊を映した。夏、椹島から日帰

りで挑戦。朝 4時に出発、下山は 12 時間後であった。 

                    写真と文     静岡県地方自治研究所理事 村山俊一 





    

                           
 
 
8月8日、静岡市の田辺市長が記者会見で、

建設が計画されている清水 LNG 火力発電所

について「清水の街づくりと一致しない」

との認識を示すとともに「計画の見直しを

事業者に要請する。」と表明し、大きなニュ

ースとなりました。その後、９月１５日に

発電所事業者が記者会見し、「行政や市民の

理解を得られるよう計画を見直す」とした

上で、「計画の一時凍結」を発表し現在に至

っています。 

 
突然の計画発表 

そもそもこの LNG 発電所の計画は今か

ら約 3 年前、２０１５年 1 月に突如出てき

たもので、事業者の主体である東燃ゼネラ

ル㈱が JR 清水駅東口に隣接する自社の所

有地にタービン３基、総出力２００万 KW
の LNG（液化天然ガス）を燃料とする火力

発電所を建設するというものでした。 
この発電所の建設のためには、環境影響

評価、いわゆる環境アセスをクリアする必

要があります。事業者は計画の発表後すぐ

に環境アセスの５段階の 1 つ目、「配慮書」

を公開し閲覧の段階となりました。この「配

慮書」というのは、環境アセスに近年付け

加わったもので、事業の位置や規模につい

て、住民から意見を求めるというものです。

この時点では住民も訳が分からないといっ

た状況で閲覧期間の１ヶ月はあっという間 
に過ぎていきました。その後、「清水 LNG
火力発電所を考える会」が設立され、直後

に地元住民を中心にした「清水 LNG 火発に 
 

 
 
 
 
 

反対する会」、若いお母さんたちを中心にし 

た「清水 LNG 火力に反対するママの会」地

元企業経営者を中心にした「清水の将来を

考える会」、駅前の高層マンションの住民ら

で結成された、「マークス・ザ・タワー住民

の会」などが次々結成され、その後これら

の団体をまとめる「清水 LNG 火発問題・連

絡会」が結成されることとなります。後に

わかることですが、すでに地元の辻・江尻・

袖師の連合自治会には計画の発表以前に事

業者からの働きかけがされていたというこ

とです。連合自治会は表面上この問題に関

知せずという態度でしたが、その一方で事

業者主催の現地見学会に役員が参加する、

事業者からの安全性、経済効果などの説明

を役員会で受けるなどということが行われ

ていました。 

 
発電所の問題点 

 この発電所の一番の問題点は何よりも市

街地に近いということにあります。建設予

定地はJR清水駅から東へ約400ｍの埋め立

て地です。この土地には以前、事業者の製

油所がありましたが今は更地になっていま

す。ここで発電された電力は近くにある中

部電力尾羽変電所に運ばれサイクルを60㎑

から50㎑に変換して関東方面に売電される

予定でした。発電所の規模は国内でも最大

級で、そこから発生する排気ガスは静岡市

の持っている 2 つのゴミ焼却場の２０倍に

も及びます。排ガスの量もさることながら、

ガスをコンバインド方式という 1500℃の高 
 

清水ＬＮＧ火力発電所問題について       

静岡市議会議員 望月賢一郎 
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温で燃焼させるため、ぜん息の発症と因果

関係が強い窒素酸化物が大量に発生します。

静岡市の二酸化炭素発生量も従来の１．７

倍となります。 
そして、安全面でも南海トラフ地震が予

想される中、埋め立て地である建設予定地

の液状化の問題、津波とそれによる LNG タ

ンカーの漂流の問題など、危険な LNG を燃

料とする発電所の問題点が次々明らかにな

ってきました。そして同年８月に、事業者

が環境アセスの第二段階である「方法書」

（どうゆう項目・方法で環境調査を進める

か）を提出し市内２か所で説明会が行われ

ました。どちらの会場も多くの市民が詰め

かけましたが、いずれも事業者側が事前に

質問を文書で募り回答するというものでし

た。 
 その後、この「方法書」が経産省から認

可され、これに基づく１年間の環境調査が

始まりました。これに対して住民運動もじ

っくり腰を据えた運動を構築していくこと

になります。 
 
静岡市の事業者寄りの態度が鮮明に 

 当初、この環境アセスの主体は静岡県に

ありました。その後、政令市である静岡市

に「環境影響審査評価条例」ができるとと

もにこの権限が静岡市に移譲されてきまし

た。その後は行政の主体は静岡市となって

いきます。しかしこの静岡市の態度が非常

に問題でした。静岡市経済局は計画発表後、

早々に 680 万円の予算を使って「LNG 火力

発電所建設に伴う経済効果」なる報告書を

発表します。これによると発電所の経済効

果は数百億円、雇用創出は 1000 人程度とい

うものでした。しかしこれはずさんな報告

で、たとえば経済効果については、精密な

発電用タービンまでも市内で製造するとし、

雇用についても一時的な建設時の雇用を恒

久的な雇用として換算するなど問題点が明

らかになります。これらの精査には静大人

文学部の土居先生などの協力をいただきま

した。また、環境・安全などについても、

静岡市の見解として事業者の見解を市民団

体との交渉の席上で述べるといったことも

ありました。これに対しては、特に環境面

で東海大学海洋学部の松田義弘名誉教授の

積極的なアドバイスをいただきました。 
 
住民運動の進展 

 一方で住民の中には、この発電所への不

安の声が広がっていきました。市民団体が

行った任意の聞き取り調査では近隣地域住

民の６～７割が反対、賛成は１割前後。さ

らに市議会に向けた「計画中止決議を求め

る請願」は短期間で 5400 筆が寄せられまし

た。田辺市長に直接面会しての「建設中止

の申し入れ」を始め、事業者、市当局との

交渉が毎月のように行われ、市内を５０～

１００人で練り歩くパレードも２ヶ月に一

回のペースで行われるようになり、町内単

位の小集会も開かれるようになりました。

請願署名は 2017 年２月議会で日本共産党

５名、無所属２名の賛成、自民党・志政会・

公明党などの反対多数で否決されてましい

ましたが、その後も粘り強い運動が展開さ

れていきました。こうした運動の担い手に

なった人たちの多くが今までこうした運動

と無関係だった人達です。こうした力を背

景に、５月より新たな署名に取り組み、現

在 2 万 2 千筆以上、さらに上積みして来年

２月議会への提出を目指しています。一方

で事業者の発電規模も当初の 200 万 kW か

ら 170 万 kW そして 110 万 kW へと縮小し

（これは作った電気の販売先が確保できな

いという事業者側の事情もあるようです）、
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そして 8 月の田辺市長の事実上の「反対表

明」となったわけです。 
 
「清水の街づくりと一致しない」とは 

 以上が、清水 LNG 火力発電所の大まかな

経過ですが、最後に田辺市長が反対理由と

して挙げた、「清水のまちづくりと一致しな

い」とは、どういうことか説明しておきま

す。 
発電所計画が発表されてから、清水の駅前

に県内大手デベロッパーによる新築の分譲 

マンションが建設されました。ところがこ

のマンション、全く売れていないのです。

私もこの問題について、初質問となる６月

市議会で取り上げました。「一戸当たり 3000
万円～4000万円という一生に一度の買い物

をするときに、その目の前に巨大な発電所

がある、このことを考慮しない人はいない

のではないでしょうか。」との私の質問に市

長は答弁に立ちませんでした。しかし傍聴

に来た人からは聞いた話では私の質問中、

市長は何度も頷いていたといいます。まさ

にこの発電所が建設されることにより清水

駅周辺が空洞化する危険があるわけです。

静岡市は先に、清水駅そして港を中心とし

た「清水都心まちづくり構想」を発表した

ばかりです。こうした清水駅・港を中心と

した地域に定住者も含めた人々が集まる空

間を創ろうとしたとき、この発電所がその

障害となることは明らかです。そういう意

味では今回の市長の発言は誠に妥当であり、

清水駅周辺の展望ある発展を期する上でも

事業者の速やかな計画の白紙撤回こそ求め

られます。 
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 当市においては「御殿場市まち・ひ

と・しごと創生総合戦略」（平成 27～

31 年度）を第四次総合戦略（前期基本

計画）に含めて計画を策定しています。

この中の人口ビジョンでは「若者世代

の転入による人口増加」「子育て環境

の充実による子どもの増加」「健康寿

命の延伸による自然減の抑制」により

現在の約 89,000 人の人口を 2060 年

（平成 72 年）には 82,000 人に「とど

める」展望を示しています。 

 現在当市においても 2020 年の東京

オリンピック・パラリンピック競技大

会の開催や新東名高速道路、国号 138

号バイパスなどの広域道路網の整備

が進むことを「追い風」ととらえた政

策が展開されています。 

 今回は当市における「地方における

安定した雇用を創出する（仕事）」と

「地方への新しい流れをつくる（ひ

と）」に対応する政策と課題について

報告します。 

 

 私も議会の視察で全国の自治体を

訪問する機会があり、その中で「人口

の増えるまちづくり」の自治体施策を

見てきましたが、どこでも共通してい

るのが「ひと・まち・しごと創生総合

戦略」に基づく「新たな企業誘致」に

よる雇用創出と移住・定住促進策でし

た。 

 当市においても市内の事業所数と

従業員数は減少傾向が続いていて東

富士演習場に隣接した地域を中心に

工業ゾーンとしての土地利用構想を

立てて新しい工業用地の確保を進め

ています。具体的には工業団地の開発

と補助金などの支援制度の確立が進

められています。 

 幸いこれまで完成した用地には順

調に進出企業が決まっていますが、物

流倉庫などが多く、新規地元雇用者数

は期待したほどにはなりません。 

 新東名や国道138号バイパスなどの

広域交通網の整備が進むことで工業

団地に進出した企業にとっては物流

上の拠点として大きなメリットが生

まれてきますが、その一方で「人の流

れ」については問題が生まれてきます。 

それは現在の箱根、山梨方面への観

光の玄関口である東名御殿場インタ

ー1 点集中が終わり、東名高速道路に

おいては足柄 PA スマートインター、

駒門 PA スマートインターの整備が進

み、さらに新東名高速道路の完成後に

は（仮称）御殿場インターチェンジや

小山PAスマートインターが整備され、

これらとつながる国道138バイパスや

団地間連絡道路が完成します。こうし

た道路網は市の周辺部を通過するた

めに御殿場のまちなかへのひとの流

れは大きく減少してしまいます。中心

御殿場市総合戦略における「ひと」と「しごと」の流れ 

御殿場市議 高木理文 
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部の空洞化が懸念されるわけです。こ

れは現状でも市内アウトレットモー

ルへの多数の人の流れがまちなかの

賑い創出に繋がらないことに示され

ています。 

いま、東京オリンピック・パラリン

ピック競技大会開催を「追い風」にし

ようと道路整備も基幹道路中心にシ

フトされ住民生活に密着した生活道

路整備などの予算は抑制されていま

す。大きな市内外からの企業誘致重視

ではなく市内の既存事業者への支援

策を充実させることで、まちなかの賑

いをつくっていく施策がますます重

要になっています。 

現状では市内の中小零細事業者を

支援するための新築・リフォーム工事

に費用の二分の一、最大 300 万円の補

助を出すリフォーム制度を行ってい

ます。また、市内で設備投資を行い雇

用を創出した企業に対する「設備投資

事業費補助金」や雇用創出に特化した

「雇用創出促進事業費補助金」などの

制度をつくってきました。 

こうした既存の事業者への支援策

の充実とともに働き方は正社員が当

たり前で低賃金・不安定・長時間労働

などの雇用破壊は認めてはいけませ

ん。行政にとっても健全な雇用環境の

実現を発信していく必要があります。 

国主導の地方創生はややもすると

企業だけが活躍しやすい環境整備に

もっていかれがちです。企業でも地元

商店でも支えているのは「ひと」です

から、行政は住み続けられるまちづく

りを基盤には置くべきです。ひとの流

れを呼び込み、住み続けてもらうため

には子どもからお年寄りまで網羅し

た社会保障を中心にした支援制度の

確立と施設設備の充実です。こうした

ことが人口の減少に対しても最大の

歯止めになると思います。 
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静岡県第３回国保運営協議会を傍聴と納付金試算の発表を受けて 

                        １２月  地方自治研究所国保研究会事務局 
 
 

１１月２７日（月）午後３時より静岡県国保運営協議会が県庁にて開催され、傍聴したの

で報告いたします。議題は２つで、ひとつは、静岡県国民健康保険運営方針の作成、もうひ

とつは、国民健康保険事業費納付金の徴収 についてです。 

 

 ８月１５日から１ヶ月間県民から「パブリックコメント」を募集、１０月に市町からの意

見聴取の実施、１０月２５日の市町との連携会議を経て、そこで出された意見を反映して修

正補強した内容を当局が説明し、同時に、納付金の算定方法と激変緩和イメージを示しつつ、

事業費納付金の試算結果を発表しました。（３５市町の納付金と激変緩和策４パターン） 

 -当局の説明は必要最小限のものだったと思いますが、説明を受けた後の協議では、１１

名の委員がおりますが、「私が前回の会議で出した意見に対して事務局の方できちんと対応

し修正されている」と評価する発言がつづき、３名の非保険者代表もその流れに沿った発言

になったように思います。 

 肝心の「納付金」については、殆ど質問すら出されず、時間的にも１時間２０分ぐらいで

「答申」を確認する状況となってしまいました。国保の都道府県単位化は２０１８年４月ま

で運営協議会はもう開催はなくスタートすることになりました。 

  

 この日の傍聴を終えて、やはり被保険者の公募を県に強く求めていく必要性を痛快しまし

た。従って私たち地方自治研究所国保グループは、県社保協国保部会に結集し参加していま

すが、改めて要請を行い、再度県当局に説明の場をもつこと、次の国保委員の任期が始まる

までに「公募」することを求めて行きたいと考えているところです。 

 
 尚、国保運営協議会で発表された「事業費納付金」等の資料に限定して紹介いたします。 
 この試算額（納付金）はすでに入手していると思いますが、この県から示された納付金を

もとに、各市町では保健事業費や出産育児一時金、葬祭費など、納付金に含まれておらず、

市町独自で保険料として集める必要のある金額を明らかにし、この合計金額から保険者努力

支援制度や財政安定化支援事業、保険基盤安定負担金など、納付金に含まれておらず、市町

独自で納付金の財源とすることのできる金額を差し引いて保険料収納必要額を算出、保険料

を決めていくことになります。（文責：志田） 
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都道府県単位の医療費抑制(地域医療構想・国保都道府県単位化) 

静岡県保険医協会 事務局 村山俊一 
 
地域医療構想・国保都道府県単位化は医療費削減の手段 
 
第２次大戦後 1947～49 年のベビーブームで生まれた団塊の世代が 2025 年に 75 歳以

上になり、全人口の２割弱にあたる約 2200 万人が 75 歳以上という超高齢化社会が到来

する。この 2025 年には年金・医療・介護が 2012 年と比較して年金では 1.1 倍、医療で

は 1.5 倍、介護は 2.3 倍になると政府では予測している。   
 
このため政府では、給付と負担のバランスが大きな課題となるとして、社会保障費の

抑制策として、毎年社会保障費(2016～2018 年年度まで)の自然増を 500 億円に抑えるこ

とが当面の課題となっている。 
 
この他、2025 年に向けた大きな医療費・社会保障費の削減策として「国保都道府単位

県」と「地域医療構想」が挙げられる。 
都道府県に国保財政の運営責任を負わせ、「地域医療構想」による病床削減などの権限

をすべて都道府県に集中。その計画の推進役として都道府県が司令塔として位置づけら

れることになる。 
 
「地域医療構想」では、2025 年を目標に全国にある病床を約 14 万床削減し、119 万

床にする計画である。全国平均では１割を超える削減であるが、県によっては２割、３

割の削減となる。 
計画が進まない場合には「地域医療構想調整会議での協議を踏まえた自主的な取組だ

けでは、機能分化・連携が進まない場合には、医療法に定められた都道府県知事の役割

を適切に発揮」するとしている。 
 
 
2016 年 3 月静岡県は「静岡県地域医療構想」を策定した。構想によれば 2025 年の人口

構造は現行 370 万人から 300 万人、75 歳以上は 65 万人、5 人に 1 人が 75 歳以上として

いる。 
平成 27 年 4 月現在の病床数は 38,937 床であり、平成 37 年(2025年)の必要病床数 26，

584 床と推計し 12，353 床減少させる計画になっている。特に「高度急性期」「急性期」

病床を 9,100 床あまり、「慢性期」病床も 2,700 床あまり削減し、「回復期」病床は 5,322
床増加させる計画である。 
在宅医療では必要量は 2025 年で 4 万人余りと推計し、うち訪問診療分は 17,305 人と

推計している。増加は 1,2725 人、訪問診療分については 4,740 人を推計している。 
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一方、在宅医療を支える医療人材の状況は、 
職種 人口 10 万人当たり 全国平均 比較 

医師 7,185 人 193.9 人 233.6 人 -39.7 人 
歯科医師2,268人 61.2 人   79.4 人 -18.2 人 
保健師 1,599 人 43.2 人 38.1 人 +5.1 人 
看護師 29,174 人 787.4 人  855.2 人 -67.8 人 

           (2014 年現在) 
となっている。 
地域医療構想の実現に向けては、「平成 37 年度(2025 年度)の医療需要推計をもとに、

厚生労働省による医師需給に関する検討状況等を踏まえながら、必要な医師の確保に取

組む」としているが、表でも明らかように静岡県では医師・看護師が全国平均より低く、

マンパワー不足が指摘されている。 
 
また、「国保都道府県単位化」では医療の抑制を狙い、医療費の高い県では「保険料を

引き上げるか、診療報酬を引き下げるか」、医療費の低い県には「補助金を減らす」など

の他、「保険料の統一化」「医療費水準の適正化」都道府県単位で医療費抑制への競争を

させることにある。 
 
静岡県の一人当たり医療費は 337,356 円となっており、全国平均の 349,697 円を下回

っているが、市町別の一人当たり医療費は、東伊豆町の最高（377,002 円）が伊東市の

最低（306,166 円）の約 1.23 倍となっている。一人当たりの「保険料」では川根町が最

低の 75，131 円、最高が吉田町 115，022 円。一世帯当たりでは最低が同じく川根町の

124，769 円、最高が牧之原市 210,266 円となっている。県内ではこのような格差を解消

するための施策が講じられることになる。 
 
さらに診療報酬や補助金による誘導も行い、目標未達成の県にはペナルティーを課す

計画である。こうして国保を都道府県単位にすることにより、住んでいる自治体によっ

て保険料や医療サービスの内容に格差が出てくる「医療保険制度」になってしまうこと

が懸念される。 
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静岡県でのリニア工事に関わる重大問題について   

 

リニア新幹線を考える静岡県民ネットーワーク  芳賀 直哉 

 

 

１ 大井川の減水問題 

JR東海は毎秒２トン減水問題の解決策として、

「導水路トンネル」による毎秒 1.3 トンの水量

回復を提案したが、大井川利水関係団体の委員

らから「毎秒２トンの減水全量回復」意見が出

て、この方針が静岡県環境影響審査会答申（平

成 29 年 3 月 1 日）にそのまま反映され、かつ、

静岡県知事意見（平成 29 年 4 月 3 日）において

も踏襲された。これに対し、JR 東海回答書（平

成 29 年 4月 27 日付）では、“工事着手後に河川

流量をきめ細かく計測し、ポンプ設備の仕様や

配置、運用について検討して、中下流域の水利

用に影響を生じさせないよう誠心誠意取り組

む”との精神論のみで、毎秒２トン全量回復要

求に関して、導水路トンネルルートの変更等に

よる流量全量確保の具体的な対策を示していな

い。しかも、あろうことか、6 月 7 日には静岡

工区の工事受注業者の公募書類を発表して、導

水路トンネル計画については、静岡県中央新幹

線環境保全連絡会議で当初から示していた案で

の発注を<見切り発車>した。これは取りも直さ

ず、回復量は毎秒 1.3 トンのみと宣言したに等

しい。“工事着手後に河川流量をきめ細かく計測

し・・・”云々といくら弁解しても、公募条件

が椹島までの 11.4 キロの導水路トンネル計画

であるから、端から全量回復など想定しないと

いうことである。なお、10 月以降に導水路およ

び本坑工事を受注したゼネコン（予想されたと

おり大成建設中心のＪＶ）が決定したとの報道

があり、不誠実な態度に県知事が硬化した（よ

うにみせた？）。 

導水路トンネル計画には付随して起こる問題

が少なくとも四点ある。 

1) 水量は椹島において 65％回復するとは言

え、大井川源頭部流域から椹島までの

11.4 キロの間は毎秒２トンが減水する。

これによる魚類を中心とする水棲動植物

への影響は評価していない。 

2) 導水路トンネル上にある多くの沢の水枯

れと水生生物の絶滅危機が懸念される。JR

東海は、モニタリング調査結果を示して影

響は小さいと評価するが、はたしてそうだ

ろうか。 

3) JR 東海は、「環境影響評価書」で残土（掘

削工事による発生土）総量を 360 万㎥と見

積もったが、導水路トンネル等の新設等に

より（２に述べる別の計画変更も含めて）、

事後調査報告書では 370 万㎥に増加して

いる。増加による環境影響評価は示してい

ない。 

4) 静岡市が行った調査（水資源関係）によれ

ば、JR 東海の試算とは異なる減水量数値

が公表された。断層幅の見積もりの違いの

結果だと説明を受けたが、結局、掘ってみ

なければどれだけの漏水があるのか分か

らないということである。 

２ 残土置場の変更と総量増加の問題 

 「環境影響評価書」では、静岡県に係る工事

で出る残土量は 360 万㎥、置場は７ヶ所となっ

ていた。しかし、静岡県や静岡市の環境影響評

価に関わる専門家委員のあいだでは、残土置場

のうち、標高 2000 メートル近くの斜面である扇

沢については地滑り・崩落の危険性が極めて高

い故にこれを回避すること、また燕沢について

も川を挟んだ両側の崩落危険性があるため、「土

石流が発生した場合、直線的な人工的通路を通
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って一気に狭窄部に流入することにより、以前

にも増して下流側への環境影響の拡大が懸念さ

れる」（静岡県知事意見）や「環境影響評価をや

り直すべき」（静岡市長意見）との見解が共有さ

れていた。 

このような経緯があるなかで、JR 東海は二酸

化炭素排出量削減等を主な理由として、扇沢置

場を断念し、燕沢への集中を提案した。この変

更について問題が少なくも四点ある。 

1) 扇沢を含む７ヶ所の置場計画を国土交通

大臣は認可したが、その後 JR 東海がここ

を回避した理由は、回避の結果として①工

事範囲の縮小、②工事範囲縮小により一部

保護種の生育地の保全、③発生土運搬の高

低差および運搬距離縮小により二酸化炭

素排出量縮減減が可能と述べるが、これは

結果論である。そもそも扇沢が置場として

適切でなかったのである。すなわち、不十

分な環境影響評価をし、不適切な置場を評

価書に載せた JR 東海のみならず、これを

検証することなく認可した国土交通大臣

の判断が誤りであった。 

2) 360 万㎥の容量があると JR 東海が見積も

る燕沢に大部分の残土を置き、ここを緑化

して景観に配慮するとしても、樹木が現状

に近い状態にまで生育するためには 50 年

以上かかる。その間は、周りの景観に調和

しない高さ 65 メートル、幅約 700 メート

ル、奥行約 300 メートルもの巨大な人工的

堆積物が出現する。これは、景観破壊にほ

かならず、エコパーク認定更新に支障をき

たす。 

3) 燕沢置場は、大井川右岸の上千枚沢および

下千枚沢、左岸の燕沢および車屋沢に囲ま

れた位置関係となっており、前三沢は現在

進行形のガレ場である。特に上千枚沢上部

は深層崩壊の恐れが高い場所であり、崩落

による川のせき止めが残土を巻き込んで

土石流となって下流域を襲う危険性があ

ることは、上記静岡県知事意見でも指摘さ

れている。 

4) 残土総量が、当初予測 360 万㎥から 10 万

㎥増加することについては、減水対策とし

ての導水路トンネル新設と扇沢向け土砂

運搬工事用トンネルの変更による結果で

ある。「評価書」にない新規計画に伴う増

加について詳細な環境影響評価が本来は

必要である。 
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 第２１回静岡地方自治研究集会 

実行委員会ニュース 
第 ３ 号     ２０１７．１０．２５ 

発行責任者   静岡地方自治研究集会実行委員会 

連 絡 先  

静岡市駿河区稲川２－２－１ 

セキスイハイムＢＤ７Ｆ 

静岡自治労連内 静岡県地方自治研究所 

ＴＥＬ ０５４－２８２－４０６０  

ＦＡＸ ０５４－２８２－４０５７ 

青池則男事務局長が基調報告！！   
記念講演のあと続いて基調報告を行い、本集会の意義と目的、情勢の

特徴を簡潔に述べ、さいごにこれからの自治研活動を共同の力で前進

させることを呼びかけました。 

午後は６つの分科会・講座で真剣に学び交流！！ 

午後は６つの分科会・講座が行われ、７０人が参加、人数の少ない分科会もありましたが、い

ずれも有意義な学習・交流が行われました。 

 

 

中山徹奈良女子大学教授は、講演の冒頭に日本の人口減少について、１９００年に４４００ 

万人、２００８年に１億２８００万人、そして２１１０年に４３００万人に、つまり１００ 

年後に、１００年前の人口に戻ると語り、高齢化も現在２７％であるが、ピーク時には４１％ 

となりその後も４０％程度で推移することを明らかにしました。 

その上で、政府が国土と地域を再編する目的を「この人口減少、少子高齢化の中で日本の大手

企業が国際競争に勝ち残るための再編であり儲けを確保するためのものです」と指摘しました。 

憲法施行７０年 真の地方自治・地域再生へ！  延べ９４人の参加で 

第２１回静岡地方自治研究集会開かれる！ 
 １０月２１日（土）静岡市で第２１回

静岡地方自治研究集会が開かれ、午前中

の全体会に８０名、午後の分科会に７０

名が参加（延べ参加９４名）しました。 
 主催者を代表して川瀬憲子実行委員

長（自治研理事長）が挨拶、２２日の総

選挙投票日という条件のもとですが是

非有意義な学習と交流をと訴えました。 
 挨拶のあと中山徹奈良女子大学教授

が「日本型コンパクトシティ・地域の再

編で暮らし・自治体はどう変わる？」と

題して１時間半の記念講演を行いまし

た。講演のあとの質疑応答も２０分程時

間を取り意見交換がありました。 

記念講演で中山徹氏が語った・・・ 
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まさに国は人口減少を口実に、グローバル社会・新自由主義経済のもとにおける国土ピジョ

ンを提示、首都圏に投資等を集中し、国際競争力を確保しようとするものです。 

リニア新幹線によってスーパーメガリージョンを形成し、東京、名古屋、大阪を５０００万

人の都市圏として一体化しようとするものであり、これをそのまま進めていけば人口はますま

す首都圏に一極集中し、地方はさらに危機に瀕することに。そこで国は大幅に人口が減少して

も生き残れる方策を提唱する。いわゆるコンパクトシティ、連携中枢都市、定住自立圏、小さ

な拠点、地域運営組織など、いくつかのキー概念、新たな制度を提案しているのです。 

こうしたメニューの中で自治体は、①開発型自治体、②歳出削減自治体のいずれかを選択す

ることになるが、上手くいかないことは想像がつくとバッサリ。 

今求められているのは、「市民共同自治体」で人口減少の一番基となっている格差解消や市

民参加を探求していく必要があり、格差が地域経済低迷の最大の要因でありそのために自治体

は可能な施策を展開すべきと。食料、再エネ、観光などで新たな雇用を生み出すことが必要、

同時に東京一極集中と国際競争力は関係なく政策転換を図るべきと。そしてなにより「生活圏

の整備と行政の地域化」が大事で、コミニュティ単位で市民組織と行政の共同をと締めくくり

ました。 

 

午後からの分科会・講座は６つロッキーセンターと労政会館５階の部屋で行われました。 

第１分科会の医療と介護は８名の参加で行われました。報告は、まず遠山氏が「どう変わっ 

た・どう変わる介護保険」、次に村山氏が「ク  

イズで考える私たちの医療」、さいごに小高氏

が「都道府県単位化で国保はどうなる・どうす

る？」と講義。そのあと自己紹介をしながら職

場での活動や悩み、地域の活動、家族の介護な

ど出し合い交流しました。参加者からは、「た

くさんの資料を頂きとても分かり易かった」と

好評でした。 

 

 

第２分科会の「格差と貧困を考える」は１２ 

人が参加、県立大学の中澤秀一氏が「格差と 

貧困を考える～社会保障と賃金を組み合わ 

せた社会へ～」と題して講演、“税や社会保 

障の単位について”をテーマに討論しました。 

全体としては個人単位の方が分かり易く、公  

平感があるとするが、無収入の人はどうする 

のかということが課題として残りました。 

この分科会への自治体職員の参加はありま   

せんでした。 

 

第３分科会の「商工経済・地域再生」には１１名が参加、まず県経営支援課団体支援班班  

  長の河内裕一氏が「静岡県中小企業・小規模企業振興条例の制定について」、つづいて菊池
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島田市商工課長が島田市での振興条例制定に向けた動きについて、酒井氏が静岡県・静岡市

における公契約の実態及び条例制定に向けて

の問題提起があり、それを受けて質問・交流を 

行ないました。「補助金等の広報は商工会議所

とか市役所になるのか」「磐田市の実態調査で

は年間１０００件と話があったが、市の職員が

よるのか」などの質問や「小規模業者は消費税

納税が負担になっている」「もっと現実的な施

策を地域循環型の基本条例の制定が必要では」

などの意見もありました。 

   

第４分科会の「浜岡原発と避難計画」では１４名  

が参加、京都自治体問題研究所事務局長の池田氏が  

「実用発電用原子炉に係る新規制基準の考え方」や  

「原子力利用に関する基本的考え方」を明らかにし  

ながら、原発災害時について考える場合に重要なこ 

とは、時間の流れに沿って考えると ①住民がより 

早く、遠くに、最少の被害で避難できるためにいか 

に初動体制を確立するか ②住民がいかに放射能 

による被ばくを少なくし、より被害を少なくして避  

難するのか、だと語り、つづいて林氏が「すすむ原 

 発再稼働」と題して報告し、交流を行いました。 

 

 第５分科会の「リニア新幹線」には１６人参加

しました。林弘文氏の「トンネルと岩石のハカイ」

と芳賀直哉氏の「リニア問題―水問題の最新情報

と残土置き場問題」の２つの報告を受け、「汚れ

た水の処理はどうするのか」「岐阜県ではウラン

があると言われているが」「メガリージョン構想

とリニア新幹線の関連を考えるために学生たち

と現地を見る計画（11／10）を立てている」など

活発な質問や意見が出されました。 

 

自治体労働者のための自治研入門講座には９名が参 

加しました。講師は、元県職職員の照井健氏が行い 

島田市労連の戸塚実行委員の司会で進められました。 

 「地域の課題とは？」「課題の発見には組合員自ら 

が調査に出向いていくことが必要」「どの地域でも公 

共交通機関の不足が深刻」「調査に出掛けることで職 

員の意識にも影響がある」などの意見交流がありま 

した。戸塚氏弁。「外出して住民の意見を聞くことで 

職員の成長につながるということが分かった。市労 

連でも積極的に取り組む必要を感じた」と語りました。 
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日本型コンパクトシティ、地域の再
編で暮らし、自治体はどうなるのか

奈良女子大学

中山 徹

Ⅰ 政府が進める国土と地域の
再編

(1)人口減少と高齢化

人口予測

1900年：4400万人

2008年：1億2800万人

2110年：4300万人

100年後には100年前の人口に戻る

20世紀：人口増加率先進国1位

21世紀：人口減少率先進国1位

3

高齢化(高齢化率)

現在：27％→ピーク時：41％

その後も40％程度で推移

少子化(年少人口比率)

現在：12％→最低時：9％

21世紀：高齢化率先進国1位

21世紀：年少人口比率先進国最下位

4

(2)国際化

• 人口増の最大は
アジア

• 国際化も急速に
進むアジア

• 20世紀とは比較

にならないグロー
バル化の進展

5

(3)政府が国土と地域を再編する
目的

①国際競争の加速化

②人口減少、少子高齢化

→日本の大手企業が国際競争に勝ち残るため
の再編

③人口減少下で大手建設業、不動産業、鉄鋼
業などを儲けを確保するため

6
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(4)再編の内容

①国土と大都市圏の再編

・首都圏の国際競争力強化

規制緩和、インフラ整備

・スーパーメガリージョンの形成

国全体で人口が減っても、首都圏の国際競争

力を強化する

・人口減少下における大型建設投資の確保

7

②地方の再編

・人口減少の中で首都圏の一極集中を進める

→地方は崩壊に瀕する

・人口が大幅に減少しても生き残れるための再

編

8

地方再編の内容

・コンパクト：人口減少に対応してまちを縮小

立地適正化

・連携：地域の連携で生き残る

連携中枢都市圏、定住自立圏

9

③農村、中山間地域の再編

・小さな拠点

・地域運営組織

10

④コミュニティの再編

・社会保障基礎構造改革

税収の減少、高齢化→公費負担の上昇

→介護、市民向け予算の仕組みを変える

＝社会保障基礎構造改革

・コミュニティの再編

11

コミュニティ再編の内容

①介護の受け皿づくり：介護保険→地域の互助

地域包括ケアの核となるコミュニティ組織の

再編

町内会→NPO、企業：まちづくり協議会

財政的自立(コミュニティビジネス)

②市民向け予算の見直し

公共施設の再編

12
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(5)地方創生とは何か

・政府の意向に沿って自治体が再編を進める

仕組み

・地方創生の大枠は政府が決定

・交付金の上乗せは政府が決定

・計画の進捗状況を自治体が検証

13

(6)連携中枢都市圏

市町村合併ではなく、市町村の枠組みを残しな

がら連携する。

・圏域全体の経済成長のけん引

・高次の都市機能の集積・強化

・圏域全体の生活関連機能サービスの向上

連携中枢都市の要件

・指定都市または中核市、

・夜間人口よりも昼間人口が多い、

・三大都市圏外（ただし一定の条件を満たせ

ば三大都市圏内でも可）

該当する市は全国で61市

(7)公共施設等総合管理計画

①2013年6月：「日本再興戦略」

・社会資本に係わる規制緩和→成長産業に

・国際競争に勝つためのインフラ投資

・インフラ長寿命化

→2013年11月「インフラ長寿命化基本計画」

②2014年4月「公共施設等総合管理計画指針」

・自治体の財政状況が悪化

→既存公共施設の総量が維持できない

・人口が長期的に減少

→公共施設に対する需要が変わる

・公共施設の見直し

→耐震化、長寿命化＋統合、廃止
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公共施設の動向

①子どもに関する施設の統廃合

・少子化の影響

・保育所、幼稚園、学校、児童館etc

②文化施設等の民営化、指定管理者

・図書館、公民館etc

③公共施設を巡る新たな動き

→地域の再編成を公共施設が先導

公共施設等総合管理計画のポイント

・基本方針を公共施設とインフラに分けて検討
している自治体

→公共施設削減型自治体

・分けずに検討している自治体

→長寿命型自治体

削減型自治体の典型（さいたま市)

• ハコモノ三原則
「新規整備は原則として行わない」
「施設の更新は複合施設とする」
「施設総量を縮減する」
• 「インフラ三原則」
「現状の投資額を維持する」
「ライフサイクルコストを縮減する」
「効率的に新たなニーズに対応する」

削減型自治体の根拠

・将来人口予測

人口が減少→公共施設面積の削減

・財政予測

維持管理・更新費が上昇→公共事業費は

増やせない→更新費を削減(面積の削減)

Ⅱ 自治体の状況

(1)自治体の典型例

①開発型自治体

人口減少で生じる問題を、大型開発で乗り切ろ
うとしている自治体、アベノミクスの下で急増。

②歳出削減型自治体

財政状況の悪化にともない歳出削減(アウト

ソーシング、職員削減）をだらだらと続けている
自治体、将来展望はほとんどない。
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(2)開発型自治体の行く末

動機 内容 財源

1990年代 都市間競争 都市再開発 起債

空港

現在 自治体消滅 コンパクト 市民向け予算の削減

インバウンド

①1990年代と現在の共通点

・地域の「諸問題」を大型開発で解決

②違い、財源と市民への影響

・1990年代の財源：起債

起債→開発→失敗→財政悪化→市民向け予算
の削減

・現在：市民向け予算の削減

開発型自治体では市民向け予算の削減が不可避

開発型自治体の行く末

「自治体消滅論」→市民向け予算の削減

→大型開発→失敗→自治体消滅が現実化

人口が増えても減っても大型開発、成功するは
ずがない

維新政治は開発型自治体の典型

(3)歳出削減型自治体の行く末

• いつまで削減し続けるのか

• 削減の悪循環

「歳出削減(人件費)→消費の縮小→地域経済
の衰退→税収の減少→歳出削減」

・歳出削減型自治体には展望がない

(4)自治体変革の状況

①国政の動き

ジグザグはあるが、野党の共同

国会内でも一定の共同が進む

選挙区でも統一候補が実現

・今回の特徴

野党共同が全国的に進む

(小選挙区)
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②自治体の動き

・共同の候補者が擁立できているのは一部自
治体

・地方政治を共同の知事、市町村長が担ってい
るのはさらに一部

・全国的には共同による自治体変革の動きが
作り出せていない

③1970年との違い

・自治体

革新統一の流れ、全国で半数以上の市民が革
新自治体で暮らす

・国政

革新統一の流れが形成されず

・現在はその反対

Ⅲ 市民共同自治体への展望

・地域課題が鮮明な自治体（沖縄、新潟、堺
etc）にとどまらず、全国的な政策の探求

①平和

②格差是正

新自由主義がもたらした様々な格差の是正

→生活、経済、教育など諸問題の解決

③民主主義、市民参加

(1)自治体が重視すべき政策
格差是正

①地域経済

・格差の拡大(所得格差、地域格差）が地域経
済低迷の最大の原因

・経済的格差：不安定就労の拡大、実質賃金の
低下、中小企業の利益率低迷

・自治体として可能な施策の展開

②地域格差（東京一極集中の是正）

→自治体の努力

第一次産業、再生可能エネルギー、観光、福祉
などで雇用の拡大

→政府への働きかけ

東京一極集中と国際競争力は関係ない

単なる大規模建設投資を維持するため
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②社会保障の拡充

・市民の生活を支える基本

・将来の安定

→個人消費の拡大

・社会保障分野で安定した雇用の拡大

カジノで雇用の拡大を図るよりはるかに有効

③教育条件の整備

・貧困の連鎖を食い止める最善の方法

・教育条件の整備

→子どもの発達保障

→夢を持つことができる子ども

・学校外で格差の拡大

(2)自治体が重視すべき政策
生活圏の整備と行政の地域化

①行政施策が市民要求から乖離

→民間の方が市民要求に敏感

→民営化

・市民要求を反映する仕組みが不十分

効率的な行政＝市民要求を的確に反映す

る行政

②コミュニティの再編

→行政責任の縮小、互助の担い手づくり

・市民の頑張りだけでは困難

現状の地域包括ケアは実現困難

・コミュティ組織の強化は重要

防災、防犯、高齢化、少子化etc

③地域での生活条件が破壊

・公共施設が地域から消滅

悪循環「生活困難→大都市圏、都心部へ転居
→公共施設、民間サービスの低下→生活困難」
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④生活圏の整備

生活圏（日常生活の範囲）

一般的には小学校区、1㎢、1万人

生活圏内に日常生活を支える公共的施設と
サービスが整備＝暮らし続けられる地域

公共的施設とサービス：日常的な医療、高齢者
福祉、障害者福祉、社会教育、小学校、保育所、
幼稚園etc

⑤行政の地域化

・コミュニティ(生活圏）に対応する行政組織の確
立(地域自治区の活用)

・コミュニティの単位：小学校区

・現在：2万852小学校

・市町村職員：124万人、一般行政職：68万人

→小学校区単位の事務所に5人配置すると

5×2万＝10万人、一般行政職の15％

コミュニティ単位で市民組織と行政の共同

• 日常的な医療、高齢者福祉、障害者福祉

• 子育て支援

• 社会教育、イベント

• 防犯、防災

• まちづくり

⑥コミュニティ組織の民主的運営

・コミュニティは自治の基礎単位

・組織の民主的運営

⑦地域における対立点

• 公共施設の統廃合、大規模化

• 行政の民営化

• 互助による支え合い

→

• 公共的施設と公共的サービスの整備

• 行政の地域化

• 行政と市民の共同
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編集後記 

 

 地方自治研究所として一番大きな取り組みとなる１０月の自治研集会が終わり正直安堵

しているところですが、目玉であり大変好評だった中山徹奈良女子大学教授の記念講演を

自分の不注意で録音出来ず今回の所報でもＰＰ資料の紹介で済ますことをまずもってお詫

び致します。ただあの記念講演は、やはり直接参加し会場を圧倒した熱気ある講演にふれ

てさらに自分のものとすることが出来るものでした。充分それをお伝えできず申し訳あり

ません。実行委員会ニュースとＰＰ資料で少しでも汲み取って頂きたいと思います。 
 それ以外の３つの論文は、いずれも今市町で課題になっているもので実践的にも貴重な

ものです。特に、御殿場の高木市議の「総合戦略における『ひと』と『しごと』のながれ」

と静岡市の望月市議の「清水ＬＮＧ火力発電所問題について」は、前号の「河津町の複合

施設問題」での町民のいわゆる「市民運動」のあり方を問う論文とともに、貴重な問題提

起として私自身も大いに学ばせてもらいました。議会との関わりでも大変な時に寄せて頂

き心から感謝しております。又「総合戦略におけるひと・しごと・まちづくり」はどこの

まちでも直面しているもので、大いに紙面上で交流・論争すべきものではないでしょうか？ 
 地方自治研究所の会員・非会員問わずそのことをこの場をかりてお願いするものです。

（Ｔ・Ｓ） 
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